平成２１年４月１日　
　入札参加事業者　　各位
武雄市長　樋　渡　啓　祐　
　
現場代理人・主任技術者の兼任について（通知）
　本市建設行政に対し、格別のご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。

別添のとおり、現場代理人、主任技術者の兼任に関する運用基準を定めましたので、通知します。

　なお、施行は平成２１年度事業からとします。
記
　　　　添付書類
１．武雄市が発注する建設工事等に係る現場代理人・主任技術者等の兼任に関する運用基準
２．現場代理人の兼任に係る条件、受注者の義務及び形態

３．現場代理人及び主任技術者の工事の兼任について（申請）･･･様式1

４．現場代理人及び主任技術者の工事の兼任における解除について･･･様式3
　　　　申請手続き
(通常)　入札案内通知　　　　　　　現場代理人等事前届出書　　→　　入札参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(兼任の場合)　　　　　　　　　　　兼任申請書の提出 → 兼任の承認通知
　※兼任が必要な場合は、申請が必要です。財政課契約係へ提出してください。
担当　武雄市政策部財政課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約係　山下・宮原

　℡0954-23-9320

武雄市が発注する建設工事等に係る現場代理人・主任技術者等の
兼任に関する運用基準
（目的）
第1条 この基準は、武雄市（以下「甲」という。）が発注する建設に係る請負工事（以
下「工事」という。）を一の請負者（以下「乙」という。）が複数の工事を請け負う場合において、既に請け負っている工事（以下「本工事」という。）の現場代理人を他の工事の現場代理人及び主任技術者（以下「他の工事の現場代理人等」という。）として兼任を認める条件等について定め、現場代理人としての責務を全うさせるとともに、乙の事業者としての負担を緩和させることを目的とする。
（定義）
第２条　この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴  現場代理人　工事の施工に際し、請負者の代理として工事現場の運営、取締まりを行う者をいう。

⑵  主任技術者　工事現場における建設工事の施工における技術上の管理及び施工従事者に対する技術的な指導監督を行う者をいう。

⑶  工事現場　工事目的物の敷地、現場事務所及びこれらの区域の近傍で直接管理可能な一定の区域をいう。

（現場代理人の兼任）
第３条  本工事の現場代理人が他の工事の現場代理人等として兼任できる工事は、本工事のほか２件までとし、それぞれの工事の設計金額の合計額が２，５００万円未満の場合で、かつ、別紙に定める兼任の条件、受注者の兼任及び形態に適合するものと市長が認めたものに限る。
（申請）
第４条　乙は、本工事の現場代理人を他の工事の現場代理人等として兼任させようとするときは、甲に対し、様式１によりその旨を申請しなければならない。
２　 前項の申請は、請負工事現場説明後、速やかに提出しなければならないものとし、入札後の申請は受け付けないものとする。
（承認）
第５条　甲は、前条第１項の規定による申請があったときは、兼任しようとする工事の施工内容等を総合的に勘案し、その適否を決定する。
２　甲は、前項の適否の審査の結果、承認する場合は、乙に対し、様式２により通知するものとする。
３　乙は、前項による承認が得られないときは、工事を請け負うことができない。
（施工管理等）
第６条　本工事の現場代理人が他の工事の現場代理人等として兼任している工事（以下「現場代理人等が兼任する工事」という。）については、工事現場の安全確保等を図るため、乙は、施工状況等を甲に報告しなければならない。
（兼任の解除）
第７条　乙は、現場代理人等が兼任する工事において、施工期間中に兼任の必要がなくなった場合は、甲に対し、様式３によりその旨を届け出なければならない。
（現場代理人の変更）
第８条　現場代理人等が兼任する工事について、施工期間中は現場代理人を変更することは認めない。ただし、やむを得ない事情等により甲が変更を認めるときは、この限りでない。
（その他）
第９条　この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附　則
この基準は、平成２１年４月１日から施行する。
別紙(第3条関係)
現場代理人の兼任に係る条件、受注者の義務及び形態

１　　現場代理人を兼任することができる条件
次の事項のすべてに該当する場合
⑴  本工事及び現場代理人等が兼任する工事の設計金額の合計が２，５００万円未満であること。
⑵　 本工事と現場代理人等が兼任する工事の工事現場間の距離がおおむね　１０キロメートル以内の同一業種の工事であること。
⑶　 入札前における指名業者からの申請に対し、市の承認を受けた工事であること。

２ 　現場代理人の兼任を認めない条件
次の事項のいずれかに該当する場合
⑴　 ２，５００万円未満の設計金額であっても、担当課長が現場条件等で現場代理人等が兼任する工事が困難であると判断した場合
⑵　 申請する日から前１年の間に、工事竣工検査における工事検査結果通知書の工事評定点が６５点未満である場合
⑶　 申請する日から前１年の間に、武雄市建設工事請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けた場合

３　　受注者の義務
⑴　　本工事と現場代理人等が兼任する工事及び現場代理人等が兼任するそれぞれの工事を同一の日時に施工しないこと。
⑵　 受注者に起因する工期変更（延長）はしないこと。ただし、特別な理由により市長が特に認めたものは、この限りでない。
⑶　 申請時の技術者の変更はしないこと。ただし、死亡、傷病、退職等について医師の診断書等原因を証する書面が提出された場合等やむを得ないと認められる事情がある場合を除く。

様式１(第４条関係)
　　年　　月　　日
　　武雄市長　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名
　代表　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
現場代理人及び主任技術者の工事の兼任について（申請）
現場代理人及び主任技術者の工事の兼任について、下記のとおり申請します。
記
１　既請負工事
　業種　
　工事番号
　工事名
　工事場所
　施工期間　　　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
　現場代理人氏名
　主任技術者氏名
① 兼任を行う請負工事
　業種　
　工事番号
　工事名
　工事場所
　施工期間　　　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
　現場代理人氏名
　主任技術者氏名
② 兼任を行う請負工事
　業種　
　工事番号
　工事名
　工事場所
　施工期間　　　　　　　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで
　現場代理人氏名
　主任技術者氏名
様式２（第5条関係）
　　年　　月　　日
　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武雄市長　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
現場代理人及び主任技術者の工事の兼任について（承認）
　　年　　月　　日付けで申請のあった現場代理人及び主任技術者の工事の兼任については、下記のとおり承認します。
記
兼任を承認する工事
1 業種　　
　工事番号　　
　工事名　　
　  工事場所　　
　  施工期間　　　　　　　　　年　　月　　日から　　　　　　年　　月　　日まで
　  現場代理人氏名　　
　  主任技術者氏名　　
2 業種　　
　　工事番号　　
　　工事名　　
　　工事場所　　
　　施工期間　　　　　　　　年　　月　　日から　　　　　　　年　　月　　日まで
　　現場代理人氏名　　
　　主任技術者氏名　　
様式３（第7条関係）
　　年　　月　　日
　　武雄市長　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名
　　　　　　　　　代表　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

現場代理人及び主任技術者の工事の兼任における解除について
　　年　　月　　日付けで承認を受けた現場代理人及び主任技術者の工事の兼任について、工事が竣工したので兼任の解除をしたく、下記のとおり届出ます。
記
竣工した（兼任を解除する）工事
　業種　
　工事番号
　工事名
　工事場所
　施工期間　　   　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

　兼任をしている技術者等
　　　現場代理人氏名
　　　主任技術者氏名
